
         

令和３年７月７日 

施設営繕担当部 

施設営繕第二課 

 

自動車事故の発生について 

 

１ 事故の概要 

（１）発生日時  令和３年６月２８日（月）午後０時１５分頃 

（天気：晴れ）  
 

（２）発生場所  世田谷区弦巻一丁目４２番２２号 世田谷区立弦巻中学校 
 

（３）相手方   乙（ ） 
 

（４）事故内容   世田谷区（以下「甲」という）の施設営繕第二課職員運転の

車両が、世田谷区立弦巻中学校の敷地内から出るために、一度

右側後方にバックした後、左側にハンドルを切り前進したとこ

ろ、進行方向に向かって右側に駐車していた乙側車両と接触し

た。このとき、乙の車両に人は乗っていなかった。 

 
（５）損傷の程度 甲 人身：なし 

        物損：右側前方バンパー部擦り傷 

         乙 人身：なし 

           物損：右側後方黒い跡 
 

 

２ 事後の対応 

（１） 現場において甲乙及び警察官立会いのもとで、事故の内容や損傷の程度に

ついて確認を行った。現在相手方とは誠意を持って示談交渉にあたっている。 

 

（２） 事故後、課内職員に対し本件内容を共有し、自動車を運転する際には周囲

の安全確認を徹底するよう改めて指導を行った。 

今後も事故再発防止に向けて、ミーティングなどにおいて、継続的に安全

確認の啓発を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  位置図 

 

 

 

 

現場詳細図 

 

 

 


